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令和3年度放課後児童会の入会申請･資料の配布

　保護者の労働等により、放課後に保護者の保護が受けられない児童を対象に、安全の確保と健全な育
成を助けるために放課後児童会を実施しています。入会申請は毎年必要です。
対象　市内在住の新小学1～6年生で、保護者の労働や病気等の理由により放課後の時間に保護を受け
　られない児童
※低学年を優先します。低学年の申込状況により高学年は新規・継続に関わらず入会待機となる場合が
　ありますので、あらかじめご了承ください。
費用　月5,000円（同一世帯で2人目以降の児童は月2,500円。減免制度あり）
育成活動費　月3,010円（おやつ代など。減免制度なし）
申請用紙の配布　12/1（火）から（祝日・12/29～1/3を除く）※ホームページからもダウンロードできます｡

申込　令和3年1/5（火）～13（水）（祝日除く）に申請書類一式を添えて青少年育成課
※受付時間等は配布書類に記載しています。申込期間を過ぎると待機となる場合があります。

□問 青少年育成課☎892-7721

園　名 住所 対象児童

認
定
こ
ど
も
園

私
立

交野保育園 松塚11-10

生後6か月経過後～5歳児

わかばこども園 私部1-22-1
ふじが丘保育園 藤が尾3-1-1
倉治こども園 倉治1-1-12
私部保育園 私部1-51-1
第2きんもくせい保育園 郡津5-76-1
星田こども園 星田3-10-8
あまだのみやちどりこども園
(R3年4月施設移転予定）

現在:私市1-29-1
R3年4月:森南2-259-4 生後8週経過後～5歳児

ふじがお幼稚園 藤が尾3-1-2

3歳児～5歳児
（H27.4.2～H30.4.1生まれ）

ひかりの子幼稚園 東倉治4-2-13
高岡幼稚園
（R3年4月開設予定） 星田7-26-10

市
立
あさひ認定こども園 星田5-2-12

生後8週経過後～5歳児
くらやま認定こども園 幾野3-18-1

保
育
所

私
立
ほしのまち保育園
（R3年4月開設予定） 星田4-22-1 生後3か月経過後～5歳児

小
規
模
保
育
施
設

私
立

天野が原保育園 天野が原町2-14-23 生後4か月経過後～2歳児
にこにこ保育園 私部西2-2-1 生後2か月経過後（要相談）～2歳児
ぽっかぽか7丁目保育園 星田7-39-2 生後6か月経過後～2歳児

ひかりの子保育園 東倉治4-2-13 1・2歳児
（R3年4月から1歳児受入開始）

きらきら保育園 梅が枝44-301 生後8週経過後～2歳児
私市保育園 私市4-48-2 生後8週経過後～2歳児
さくら保育園 森南1-9-13 生後4か月経過後～2歳児

配布場所 配布時間

▷交野児童会　▷星田児童会　▷私市児童会
▷倉治児童会　▷藤が尾児童会

▷月～金曜日13:00～18:30
▷土曜日8:30～18:30
　(第4土曜を除く)

▷交野児童会分室　▷長宝寺児童会　▷郡津児童会　▷岩船児童会
▷郡津児童会分室（私部4-11-8）▷妙見坂児童会　▷旭児童会　
▷私市児童会分室　　

▷月～金曜日13:00～18:30

▷青少年育成課（青年の家1階）
※業務時間外は青年の家受付で配布

▷火～土曜日9:00～20:00
▷日・月曜日9:00～17:00

□問 各担当部署
例年開催している大きなイベントの開催状況について

　来年4月の開催を慎重に検討した結果、未だ新型コロナウイルスの収束が見通せない状況であるため、
ランナーをはじめ、ゲームズメーカー、沿道応援のみなさん等、大会に関わるみなさんの安全・安心の確
保が困難と判断し、中止いたします。
　この状況を乗り越え、またみなさんの笑顔にお会いできるように取り組んでいきますので、引き続き
「交野マラソン」にご協力をお願いします。オンラインでの開催の可･否については､大会ホームページ等
で後日発表します。
□問 社会教育課☎892-7721

　交野マラソン2021は中止します(従来通りの人が集まる大会は中止となります)

　主に屋外で開催されるイベントですが、整列や観覧による「密」を避けることが困難なため、感染拡大
のリスクが高いと判断し、中止いたします。
□問 消防本部総務課☎892-0011

　令和3年の消防出初式は中止します

□問 こども園課☎893-6407
令和3年度こども園等の入所申込

　令和3年4月からの、市内の市立・私立認定こども園、小規模保育施設への入所申込を受け付けます。
申込　12/28（月）17:30までにゆうゆうセンター2階　こども園課
※入所申込者には、令和3年2月中旬に「入所内定」または「入所保留」を通知します。「入所保留」の場合
　は、内定者の辞退など欠員が生じた場合に、令和3年2月末日までに入所申込をした人とともに再選考
　を行い、3月中旬に新たな内定者を決定します。
提出書類
①「施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定（変更）申請書兼入所申込書」
②「保育の利用を必要とする証明書」
※市ホームページからダウンロードできます。
保育を必要とする理由
　保育を利用する場合は、以下の保育を必要とする証明が必要となります。
▷就労　▷妊娠、出産　▷保護者の疾病･負傷･障がい　▷同居または長期入院している親族の介護･看護
▷災害復旧　▷求職活動（起業準備含む）　▷就学（職業訓練含む）
▷育児休業中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要
▷その他、前述に類する状態として市が認める場合


